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拝啓 時下ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より協会事業にご協力いただき、誠にあ

りがとうございます。 

  さて、中部支部では「実務研修会」を下記日程で開催いたします。会員・従業者のほか、一般の方で

ご興味のある方も聴講できます。ぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。           敬具 
 

記 
 

【日 時】 令和５年２月１３日 (月) １４時００分～１６時５０分（受付１３時３０分～） 
 

【定 員】 Zoom 受講 約 200名 
 
【内 容】（１）「空き家対策への取り組み」～鶴岡ランドバンクへの視察報告会～（60分） 

講師：焼津市役所 経済部 商工課 係長 名木 宏樹 氏  14：05～15：05 

（２）「緊迫する国際情勢と日本の針路」（90分） 

講師：立命館大学 客員教授 薮中 三十二 氏 15：15～16：45 
 
【受講方法】本研修会は Zoomを利用したオンライン受講のみといたします。ご了承ください。 
 

＊ インターネットに接続されたパソコンがあれば Zoom を利用できるため、職場にいながら研

修を受講することが可能です。 

＊ お申し込みをされた方には、開催日数日前までに Zoom 受講の際に必要な以下をメールにて

お知らせいたします。 

（Zoom 使用マニュアル、Zoom ログイン用 URL・ID・パスワード等） 
 
【申込方法】以下の協会ホームページよりお申し込みください。 

https://www.shizuoka-takken.or.jp/workshop/detail.php?N=230&C=1 

もしくは 静岡県宅建協会 検索 → 中部支部 → 研修会・講習会の日程 → 第 4回実務研修会 
 
多数のお申し込みが予想されますため、大変お手数ですが、ホームページ内の当該研修ページ最下部の

申込フォーム「この研修会・講習会に申し込む」からお手続きくださいますようお願い申し上げます。 
 

【申込締め切り】２月３日 (金) 
 
【問い合わせ先】（公社）静岡県宅地建物取引業協会中部支部（平日 9時～17時） 

         TEL：054-204-1885 メール：chubu-kensyu@shizuoka-takken.or.jp 
 
※ 会員以外の不動産業者の方は、受講料 3,500円です。（会員・従業者、一般 無料） 

※ 感染状況によっては、延期もしくは中止する場合がございますことをご了承ください。                                                              
 

◇この研修は、宅建業法６４条の６に基づいて実施される研修であり、宅地建物取引に従事する者等に対し

宅地建物取引業に関する知識及び能力の向上のため実施します。 

(公社) 静岡県宅地建物取引業協会中部支部・(公社)全国宅地建物取引業保証協会静岡本部 共催             
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